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５ 収支の状況

雑収入（受取利息等）

令和５年７月２５日

指定管理業務点検・評価シート(R4年度分)

所在地

連絡先

指定期間公益財団法人鳥取県天神川流域下水道公社

249

天神川流域下水道

小　計

309

26,782,248

454,573,217483,304,218

49,206,806

28,730,916

事業外収入

施　設　名

０８５７－２６－７４００水環境保全課

設置目的

施設所管課名

平成３１年４月１日～令和６年３月３１日

管理棟、水処理施設、汚泥処理施設、電気設備、放流管きょ、幹線管きょ、流量計及びポンプ場

東伯郡湯梨浜町はわい長瀬１５１７　外

指定管理者名

天神川流域の市町の下水道により排除される下水を受けて、これを処理することにより、都市の健全な
発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。

120,228

483,303,909

85

28,731,001483,304,218

（単位：円）

454,572,993

454,572,993

60

令和４年度

県からの委託料

区　　　　　分

利用料金収入
(千円)

管理体制

　　正職員：９人、臨時職員：　０人　〔 計９人 〕※正職員数には常勤役員1名を含む。

令和３年度

基本財産運用益

設置年月日 昭和５９年　１月２０日

利用料金 なし

施設内容

委託業務の
内　    容

通年終日運転　（事務室は、毎週土日曜日、祝祭日、１２月２９日～１月３日）

通年終日運転　（事務室は、午前８時３０分～午後５時１５分）

  1　天神川流域下水道の処理施設の運転操作等の維持管理業務に関すること
　2　下水道の水質分析等に関すること
　3　下水道技術者の養成に関すること
　4　下水道技術の調査研究に関すること
　5　下水道知識の普及及び啓発等に関すること
　6　その他上記各事項の目的を達成するために必要な事業

0

4,755,858

49,086,578

164

開館時間

収入

計

 人  件  費

休館日

1,828,5256,584,383

483,303,909

0

454,573,217

224

60

85

28,730,916

利用者数 (人)
(施設見学者)

増　　減

事業収入

小　計

28,731,001

400,730,781

0経常外費用（一般正味財産残高(薬品等)）

 管理運営費

0

427,513,029

収 　支 　差 　額 0

計

 事　業　費
支出

0

理事長
（常務理事兼務 １

名）

水質・汚泥等分析担当（２名）

理事長

（常務理事兼務 １名）

水質・汚泥等分析担当（２名）

理事長
（常務理事兼務 １名）

水質・汚泥等分析担当（２名）

理事長

（常務理事兼務１名）

総務班（事務１名）

水質・汚泥等分析担当（３名）

施設管理担当（３名）管理運営班
（正職員６名）

事務局長
（正職員１名）



６ サービスの向上に向けた取組み

７ 利用者意見への対応

８ 指定管理者による自己点検

　

　利用者からの積極的な評価

　〔現在、苦慮している事項〕〔今後、改善・工夫したい事項・積極的に取り組みたい事項〕

特になし

　〔成果のあった取組み・積極的に取り組んだ事項〕

○放流水質の維持並びに施設の機能・性能の確保との両立を前提として、管理運営の一層の効率化に取り組んだ。
　・エネルギー管理の徹底として、省エネ運転等で電力使用量の削減をした。（令和３年度と比較して４．１％の減）
　・脱水汚泥の発生、処理量の削減として、含水率低減が一層可能となるように含水率の管理を徹底し、脱水汚泥発
　　生量を抑制した。（令和３年度と比較して０．５％増）
　・維持管理の効率化として、２号送風機、ケーキ貯留サイロ等の分解整備を実施し、予防保全的修繕に努めた。
　
○中期経営計画の取り組み
　2期目の中期経営計画（令和3年度～令和6年度）に基づき、適正かつ効果的な下水処理施設の維持管理を行うととも
　に、継続的な業務内容の点検・見直し及び管理運営の一層の効率化の前進に取り組んだ。

○鳥取県天神川流域下水道事業経営戦略では、人口減少に伴う有収水量（流入汚水量）の減少を予測している。令和
　元年度実績（７，１９８千ｍ3／年）に対して、１０年後の令和１２年度の流入汚水量は３．９％減少し、２０年後
　の令和２２年度は１２．４％減少すると推計されている。令和４年度の流入汚水量は６，９４９千ｍ3で梅雨時期や
　台風等による異常大量流入水の発生がなく例年より少なかったが、今後の下水道事業を取り巻く経営環境は厳しさ
　を増している。

○昭和５９年１月の一部供用開始以来３９年が経過し、主要機器・設備の改築更新が実施されているが、設備等の老朽
　化の進行により、故障・事故の発生と修繕費用の増加及び改築更新需要の増加が懸念されている。持続的な下水道機
　能の確保とライフサイクルコスト縮減のため、下水道公社は計画的維持管理の実施、県はストックマネジメント計画
　による改築更新等が重要となっている。

○電力量料金のうち、令和４年度の燃料費調整単価は１４．３４円／kwhまで上昇した。原油価格の上昇及び政府の特
　別措置により単価が落ち着いてきているが、変動が大きく経営上の不確定要素となっている。省エネ対策により電力
　使用量の削減を取り組んでいるが、それ以上に燃料調整単価上昇による負担が大きく、維持管理費の圧迫の大きな要
　因となっている。

○令和３年７月の梅雨前線豪雨（倉吉市の２日間雨量が３８４mmを記録）の状況を踏まえて、総合訓練を実施してい
　るが、引き続き危機管理対応の強化や頻発・激甚化する豪雨災害への対応、不明水対策が重要となっている。

○令和３年６月に策定した中期経営計画２０２１（対象年度Ｒ３～Ｒ６）に基づき、事業運営の充実、改善、持続的な
　下水道機能の維持及び運営の効率化等更なる経営改善に取り組む。

・施設ホームページや電話での意見受付
利用者意見
の把握方法

区　分

環境

・汚水、汚泥の適正な処理による放流水質等の保全はもとより、設備の効率的操作、ＬＥＤ照明導入等
による省エネ、ＴＥＡＳに基づくゴミの減量化等に取り組んでいる。
・毎月１回ペースで水処理・汚泥処理等検討会を開催し、業務の充実改善と適切かつ効率的な管理運営
の調査・検討に取り組み、職員の人材育成、経費削減を図った。（テーマ：スクリュープレス脱水機に
よる脱水状況について、令和３年度省エネ対策とその効果について、水処理棟給排気ファンの運転方法
による消費電力量削減について、省エネ対策と処理水質について、送風機の運転方法改善による省エネ
ルギーに関する検討について、令和３年度維持管理実績概要と今後の取組みについて、反応タンクへの
送風量設定方法について、総合訓練内容について、令和５年度実行予算について、県内処理場の維持管
理状況等について、ＴＥＡＳⅡの取組みについて、太陽光発電視察について　など）

利用者からの苦情・要望 対　応　状　況

取　　組　　み　　内　　容

経費

・運転管理業務の適正かつ効率的な業務を行い事業経営の効率化に実践的に取り組んだ。
・エネルギー管理の徹底（△4.2％）、脱水汚泥の含水率管理の徹底及び主要機器の分解整備を実施
し、予防保全的修繕に努めた。

該当なし



９ 施設所管課による業務点検

Ａ：

Ｂ：

Ｃ：

Ｄ：

おおむね協定書の内容どおり実施されており、適切な管理が行われている。

一部、改善・工夫を要する事項が見られたが、改善済み又は改善される見込みである。

協定書の内容に対し、不適切な事項が認められ、大いに改善を要する。

　○開館時間、休館日、利用料金等

　○事故の防止措置、緊急時の対応

〔施設の利用の許可、利用料の徴収等〕

　○利用指導・操作

項　　　　　　　目

総　　　　括

《評価指標》

Ａ

・予算に対して96.1％の執行状況。管理業務の経営改善と経費削
減等による事業経営の効率化に実践的に取り組み、支出の節減を
図った。
・結果として事業費は光熱水費及び委託費が主に増加したが、前
者は最近の燃料価格高騰等の外部要因によるものであり、６や８
に記載の通りエネルギー節減を徹底し、前年度よりも使用電力量
を抑制している。また後者は、予防的保全修繕工事の設計業務が
一時的に増加したものであり、長期的な費用軽減や平準化に資す
るものと認められる。
・なお、高騰した光熱水費を除く経費で比較すると、前年度より
も減少しており、評価できる。

Ａ

・管理運営業務に必要な体制を確保し、適正な職員配置となって
いる。
・自らが企画した水処理、汚泥処理等検討会を開催し、施設内の
様々な分野の業務の充実改善と適切・効率的な管理運営の調査や
検討に取り組むとともに人材育成を図っている。
・技術職員の高齢化に伴う技術継承の問題に対し、技術職員の新
規採用を行った。

〔収入支出の状況〕

〔職員の配置〕

Ａ

協定書の内容について高レベルで実施されており、また、計画・目標を上回る実績があり、
優れた管理運営がなされている。

・委託した管理運営業務については、施設の運転管理業務を始め
として協定書の内容どおり実施されており、適切な管理が行われ
ている。
・公社が自ら作成した中長期計画や自主研究に基づき、高いコス
ト意識をもって運営が行われ、成果が上がっている。

　○附属設備・備品の貸出し

Ａ

・小学生の親子を対象にしたイベント（ぐるり水の探検（親子で
東郷ダム等の各施設見学等）は新型コロナウイルス感染症の拡大
防止のため開催を中止したが、下水道コンクール及び施設見学を
開催し、下水道や環境問題への理解を深めた。
・下水道コンクール（下水道に関する絵画･ポスター、習字、標
語を募集)は流域外を含む中部地区の小学生を対象とし、応募総
数は619点。流域内外小学生への下水道啓発に役立っている。
・施設見学は570名の見学者を受け入れている。
・ホームページに公社の財務状況、水処理状況等を随時掲載し、
適切に情報公開している。

　○利用者へのサービス提供・向上策

　○施設の利用促進

　○個人情報保護、情報公開

　

　○利用の許可

　○施設設備の保守管理・修繕

　○施設の保安警備、清掃等

〔利用者サービス〕

　○利用受付・案内

－ －
　○適正管理に必要な利用者への措置命令

　○利用料金の徴収、減免

－ －

〔施設設備の維持管理・緊急時の対応等〕

〔その他管理施設の管理に必要な業務〕

・施設の運転管理業務について、適正に執行している。
・機器の老朽化対策として、設備機器類の定期的な点検調整と必
要な部品交換や修繕工事・分解整備（オーバーホール）を実施
し、故障の未然防止や主要機器類の長寿命化に取り組んでいる。
・処理水については、下水道法の基準を大幅に下回る適正な水準
で処理し、年間を通じて良好で安定的な下水処理が実施できてい
る。
　（検体数20,297検体、水質試験回数407回）
・ＴＥＡＳⅡの登録、男女共同参画推進企業の認定及び鳥取県新
型コロナ対策認証事業所の認定を受け社会的責任の遂行に努めて
いる。
・避難、通報、消火等の消防訓練及び大雨による異常流入水対策
の総合訓練を県、市町と連携を取って実施している。

　○利用者意見の把握・対応

評　価 点　　　検　　　結　　　果

Ａ


